
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
指
定
難
病
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
九
六

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件
二
件

三
九
六

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
三
件

三
九
七

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
二
件

三
九
八

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件

三
九
八

公

告

○
一
定
の
複
数
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
特
例
を
認
定
し
た
件

四
〇
一

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
旨
報
告
が

あ
っ
た
件
三
件

四
〇
二

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
報

告
が
あ
っ
た
件

四
〇
二

正

誤

○
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
六
日
付
け
定
例
第
二
千
二
百
三
十
六
号
中

四
〇
三

規

則

福
島
県
指
定
難
病
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
五
十
八
号

福
島
県
指
定
難
病
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
指
定
難
病
審
査
会
規
則
（
平
成
二
十
六
年
福
島
県
規
則
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
二
十
八
人
」
を
「
三
十
二
人
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す

る
。

３

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
後
最
初
に
委
嘱
さ
れ
る
委
員
の
任
期
は
、
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

（
健
康
増
進
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
七
年
六

月
三
十
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情
報
管
理
課
市

民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
福
島
店

福
島
県
福
島
市
南
矢
野
目
字
西
荒
田
五
十
番
地
十
七
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

（
変
更
後
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

三

変
更
し
た
年
月
日

別
紙
書
面
の
と
お
り

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
三
日

五

届
出
を
し
た
者

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

（
「
別
紙
書
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
書
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
二
号

───────────────────────────────────────────────────────────
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
七
年
六

月
三
十
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
南
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
西
郷
村
商
工
観
光
課
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
西
郷
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

福
島
県
西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
小
田
倉
字
岩
下
十
一
番

地
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

（
変
更
後
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

三

変
更
し
た
年
月
日

別
紙
書
面
の
と
お
り

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
三
日

五

届
出
を
し
た
者

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

（
「
別
紙
書
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
書
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
郡
山

須
賀
川
市
保
土
原
字
寺
作

変
更
前

七
・
五
〜

三
二
〇
・
〇

矢
吹
線

田
八
三
番
五
地
先
か
ら

四
二
・
四

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
高
林

字
芋
畑
八
二
番
六
地
先
ま

変
更
後

七
・
五
〜

三
二
〇
・
〇

で

四
二
・
四

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
下
松

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
飯
豊

変
更
前

九
・
〇
〜

四
〇
〇
・
〇

本
鏡
石
停

字
姥
子
壇
六
番
一
一
四
地

四
三
・
二

車
場
線

先
か
ら

須
賀
川
市
保
土
原
字
寺
作

変
更
後

九
・
〇
〜

四
〇
〇
・
〇

田
二
〇
八
番
二
地
先
ま
で

二
四
・
五

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

一
般
国
道

い
わ
き
市
小
川
町
上
平
字

変
更
前

Ａ

一
一
・
〇
〜

六
五
四
・
六

三
九
九
号

前
田
二
三
番
一
地
先
か
ら

四
一
・
八

同

市
小
川
町
上
平
字

以
後
内
三
八
番
一
〇
地
先

───────────────────────────────────────────────────────────
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ま
で

い
わ
き
市
小
川
町
上
平
字

Ｂ

一
一
・
〇
〜

二
、
二
〇
六
・
〇

前
田
二
三
番
一
地
先
か
ら

八
五
・
七

同

市
小
川
町
上
小
川

字
石
柄
平
四
三
番
地
先
ま

でい
わ
き
市
小
川
町
上
平
字

変
更
後

Ｂ

一
一
・
〇
〜

二
、
二
〇
六
・
〇

前
田
二
三
番
一
地
先
か
ら

五
二
・
〇

同

市
小
川
町
上
小
川

字
石
柄
平
四
三
番
地
先
ま

で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
郡
山
矢
吹
線

須
賀
川
市
保
土
原
字
寺
作
田
八
三
番
五

平
成
二
七
年
六
月
三
〇
日

地
先
か
ら

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
高
林
字
芋
畑
八
二

番
六
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
下
松
本
鏡
石
停
車

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
飯
豊
字
姥
子
壇
六

平
成
二
七
年
六
月
三
〇
日

場
線

番
一
一
四
地
先
か
ら

須
賀
川
市
保
土
原
字
寺
作
田
二
〇
八
番

二
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域

土
砂
災
害
の
発
生

区

域

名

区

域

原
因
と
な
る
自
然

区
域
の
範
囲

現
象
の
種
類

光
明
寺
沢

伊
達
郡
国
見
町
大
字
光
明
寺
字
鹿
野

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

駒
場
沢

同

郡
同

町
大
字
石
母
田
字
大
沢

土
石
流

山
田
沢
一
号

同

郡
同

町
大
字
石
母
田
字
山
田

土
石
流

山
田
沢
二
号

同

郡
同

町
大
字
石
母
田
字
大
沢

土
石
流

石
母
田
沢

同

郡
同

町
大
字
石
母
田
字
山
口

土
石
流

高
旗
沢

郡
山
市
逢
瀬
町
多
田
野
字
源
田

土
石
流

休
石
２

同

市
逢
瀬
町
多
田
野
字
休
石

土
石
流

名
乗
川

石
川
郡
石
川
町
大
字
谷
沢
字
中
平

土
石
流

明
神
沢

同

郡
同

町
大
字
谷
沢
字
馬
場
ノ

土
石
流

内
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後
作
沢

同

郡
同

町
大
字
谷
沢
字
後
作

土
石
流

飯
野
沢

東
白
川
郡
矢
祭
町
大
字
関
岡
字
飯
野

土
石
流

東
舘
沢
左
支

同

郡
同

町
大
字
東
舘
字
舘
本

土
石
流

東
舘
沢
右
支

同

郡
同

町
大
字
東
舘
字
舘
本

土
石
流

後
沢

同

郡
同

町
大
字
東
舘
字
大
寄

土
石
流

大
寄
沢

同

郡
同

町
大
字
東
舘
字
大
寄

土
石
流

深
沢

同

郡
同

町
大
字
戸
塚
字
戸
塚

土
石
流

駒
橋
沢

同

郡
同

町
大
字
下
石
井
字
駒

土
石
流

橋

駒
橋
沢
３
号

同

郡
同

町
大
字
下
石
井
字
仲

土
石
流

入
ノ
沢

同

郡
同

町
大
字
中
石
井
字
横

土
石
流

沢

舟
見
沢

同

郡
同

町
大
字
中
石
井
字
舟

土
石
流

見

戸
津
辺
沢

同

郡
同

町
大
字
中
石
井
字
柵

土
石
流

黒
助
沢

同

郡
同

町
大
字
中
石
井
字
黒

土
石
流

助

中
村
沢
２
号

同

郡
同

町
大
字
内
川
字
中
村

土
石
流

沢
山
沢

喜
多
方
市
慶
徳
町
山
科
字
山
崎

土
石
流

不
動
前
沢

同

市
慶
徳
町
豊
岡
字
不
動
前

土
石
流

豊
岡
沢

同

市
慶
徳
町
豊
岡
字
豊
岡

土
石
流

広
免
沢

同

市
上
三
宮
町
吉
川
字
北
原

土
石
流

北
原
沢

同

市
上
三
宮
町
吉
川
字
見
頃

土
石
流

舟
引
川

同

市
山
都
町
蓬
莱
字
東
田

土
石
流

寺
沢

同

市
山
都
町
蓬
莱
字
前
田

土
石
流

押
出
沢

同

市
高
郷
町
揚
津
字
小
ケ
峯

土
石
流

小
ケ
峯
沢

同

市
高
郷
町
揚
津
字
小
ケ
峯

土
石
流

平
六
沢

同

市
岩
月
町
入
田
付
字
根
小
屋

土
石
流

大
須
田
沢

同

市
関
柴
町
関
柴
字
打
入

土
石
流

中
道
地
沢
２

同

市
塩
川
町
常
世
字
中
道
地

土
石
流

号鰌
浜

郡
山
市
湖
南
町
舟
津
字
鰌
浜

急
傾
斜
地
の
崩
壊

経
沢

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
平
潟
字
経
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

院
内

同

市
東
山
町
大
字
石
山
字
院

急
傾
斜
地
の
崩
壊

内

上
湯
本

同

市
東
山
町
大
字
湯
本
字
上

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
本

小
栗
山

大
沼
郡
金
山
町
大
字
小
栗
山
字
五
十

急
傾
斜
地
の
崩
壊

苅同

郡
同

町
大
字
小
栗
山
字
四
十

苅

原
添

喜
多
方
市
岩
月
町
入
田
付
字
原
添

急
傾
斜
地
の
崩
壊

池
ノ
原

同

市
高
郷
町
池
ノ
原
字
池
ノ
原

急
傾
斜
地
の
崩
壊

漆
窪

同

市
高
郷
町
峯
字
漆
窪

急
傾
斜
地
の
崩
壊
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峯
利
田

同

市
高
郷
町
峯
字
利
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

滝
下

同

市
高
郷
町
揚
津
字
澤
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

赤
岩

同

市
高
郷
町
揚
津
字
赤
岩

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
三
方

同

市
高
郷
町
磐
見
字
下
三
方

急
傾
斜
地
の
崩
壊

立
岩

同

市
高
郷
町
磐
見
字
立
岩

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
川
井

同

市
高
郷
町
川
井
字
下
川
井

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
谷

同

市
高
郷
町
上
郷
字
的
場

急
傾
斜
地
の
崩
壊

荻
野

同

市
高
郷
町
上
郷
字
荻
野

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
林

同

市
山
都
町
木
幡
字
本
村

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
根

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
蚕
養
字
山
根

急
傾
斜
地
の
崩
壊

乙

鳥
取

伊
達
郡
国
見
町
大
字
鳥
取

地
滑
り

院
内

会
津
若
松
市
東
山
町
大
字
石
山
字
天

地
滑
り

寧

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

区
域
の
範
囲
及
び

土
砂
災
害
の
発
生

自
然
現
象
に
よ
り

区

域

名

区

域

原
因
と
な
る
自
然

建
築
物
に
作
用
す

現
象
の
種
類

る
と
想
定
さ
れ
る

衝
撃

光
明
寺
沢

伊
達
郡
国
見
町
大
字
光
明
寺
字
鹿
野

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

山
田
沢
一
号

同

郡
同

町
大
字
石
母
田
字
山
田

土
石
流

山
田
沢
二
号

同

郡
同

町
大
字
石
母
田
字
大
沢

土
石
流

石
母
田
沢

同

郡
同

町
大
字
石
母
田
字
山
口

土
石
流

休
石
２

郡
山
市
逢
瀬
町
多
田
野
字
休
石

土
石
流

坂
ノ
下
沢

同

市
田
村
町
栃
本
字
坂
ノ
下

土
石
流

タ
テ
ノ
入
沢

同

市
中
田
町
中
津
川
字
野
橋

土
石
流

名
乗
川

石
川
郡
石
川
町
大
字
谷
沢
字
中
平

土
石
流

後
作
沢

同

郡
同

町
大
字
谷
沢
字
後
作

土
石
流

東
舘
沢
左
支

東
白
川
郡
矢
祭
町
大
字
東
舘
字
舘
本

土
石
流

東
舘
沢
右
支

同

郡
同

町
大
字
東
舘
字
舘
本

土
石
流

後
沢

同

郡
同

町
大
字
東
舘
字
大
寄

土
石
流

大
寄
沢

同

郡
同

町
大
字
東
舘
字
大
寄

土
石
流

駒
橋
沢

同

郡
同

町
大
字
下
石
井
字
駒

土
石
流

橋

駒
橋
沢
３
号

同

郡
同

町
大
字
下
石
井
字
仲

土
石
流

入
ノ
沢

同

郡
同

町
大
字
中
石
井
字
横

土
石
流

沢

舟
見
沢

同

郡
同

町
大
字
中
石
井
字
舟

土
石
流

見

戸
津
辺
沢

同

郡
同

町
大
字
中
石
井
字
柵

土
石
流

黒
助
沢

同

郡
同

町
大
字
中
石
井
字
黒

土
石
流

助

中
村
沢
２
号

同

郡
同

町
大
字
内
川
字
中
村

土
石
流
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不
動
前
沢

喜
多
方
市
慶
徳
町
豊
岡
字
不
動
前

土
石
流

豊
岡
沢

同

市
慶
徳
町
豊
岡
字
豊
岡

土
石
流

広
免
沢

同

市
上
三
宮
町
吉
川
字
北
原

土
石
流

北
原
沢

同

市
上
三
宮
町
吉
川
字
見
頃

土
石
流

寺
沢

同

市
山
都
町
蓬
莱
字
前
田

土
石
流

小
ケ
峯
沢

同

市
高
郷
町
揚
津
字
小
ケ
峯

土
石
流

大
須
田
沢

同

市
関
柴
町
関
柴
字
打
入

土
石
流

中
道
地
沢
２

同

市
塩
川
町
常
世
字
中
道
地

土
石
流

号鰌
浜

郡
山
市
湖
南
町
舟
津
字
鰌
浜

急
傾
斜
地
の
崩
壊

経
沢

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
平
潟
字
経
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

院
内

同

市
東
山
町
大
字
石
山
字
院

急
傾
斜
地
の
崩
壊

内

上
湯
本

同

市
東
山
町
大
字
湯
本
字
上

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
本

小
栗
山

大
沼
郡
金
山
町
大
字
小
栗
山
字
五
十

急
傾
斜
地
の
崩
壊

苅同

郡
同

町
大
字
小
栗
山
字
四
十

苅

原
添

喜
多
方
市
岩
月
町
入
田
付
字
原
添

急
傾
斜
地
の
崩
壊

池
ノ
原

同

市
高
郷
町
池
ノ
原
字
池
ノ
原

急
傾
斜
地
の
崩
壊

漆
窪

同

市
高
郷
町
峯
字
漆
窪

急
傾
斜
地
の
崩
壊

峯
利
田

同

市
高
郷
町
峯
字
利
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

滝
下

同

市
高
郷
町
揚
津
字
澤
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

赤
岩

同

市
高
郷
町
揚
津
字
赤
岩

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
三
方

同

市
高
郷
町
磐
見
字
下
三
方

急
傾
斜
地
の
崩
壊

立
岩

同

市
高
郷
町
磐
見
字
立
岩

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
川
井

同

市
高
郷
町
川
井
字
下
川
井

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
谷

同

市
高
郷
町
上
郷
字
的
場

急
傾
斜
地
の
崩
壊

荻
野

同

市
高
郷
町
上
郷
字
荻
野

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
林

同

市
山
都
町
木
幡
字
本
村

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
根

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
蚕
養
字
山
根

急
傾
斜
地
の
崩
壊

乙

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
砂
防
課
及
び
当
該
土
砂

災
害
警
戒
区
域
又
は
当
該
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
所
管
す
る
福
島
県
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
)

（
砂

防

課
)

公

告

公
告
第
百
五
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
定
の

複
数
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
特
例
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
定
し
た
。
こ
の
認
定
に
係
る
関
係
図

書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
長

鈴

木

良

治

一

認
定
に
係
る
対
象
区
域

須
賀
川
市
森
宿
字
ヒ
ジ
リ
田
三
十
七
番
一
の
一
部
及
び
十
五
番
三
の
一
部

二

縦
覧
場
所

郡
山
市
清
水
台
一
丁
目
六
番
二
十
一
号

福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
建
築
住
宅
部
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（
建
築
住
宅
部
）

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
二
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
施
設
と

し
て
次
の
施
設
を
指
定
し
た
旨
、
鏡
石
町
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

指
定
年
月
日

指
定
施
設
の

指
定
施
設
の

指
定
施
設
の

聴
衆
席
の
面
積

聴
衆
席
収
容

所

在

地

名

称

管

理

者

見
込
人
員
数

平
成
二
七
年

鏡
石
町
旭
町

旭
町
コ
ミ
ュ

鏡
石
町
長

六
三
・
七
六
平

六
○
人

六
月
二
日

四
四
○
番
地

ニ
テ
ィ
セ
ン

方
メ
ー
ト
ル

九

タ
ー

同

同

町
前
山

さ
か
い
集
会

同

六
六
・
六
六
平

六
〇
人

三
一
六
番
地

所

方
メ
ー
ト
ル

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
三
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
施
設
と

し
て
次
の
施
設
を
指
定
し
た
旨
、
須
賀
川
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
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